
会員証の発行について 

 全国連盟では、各地の山小屋などの宿泊施設、登山用具店やクライミングジムに利用料金の割引を働

きかけてきましたが、これまで３００件近い応諾の回答が寄せられています。これらの施設で優待を受

けるためには会員証の提示が必要になります。 

 会員証は、各加盟団体からお知らせいただく会員証記載データにもとづいて発行します。記載データ

をお知らせいただく方法は次の３つの中からお選びください。２００４年１０月末までにデータをお知

らせいただければ、１２月末までに加盟団体宛に会員証をお届けします。なお、お知らせいただく方法

に応じて、会員証に刻印される内容が異なりますが、空欄部分は油性ペン、ラベルシートなどを利用し

て記入のうえご利用ください。 

 

①  会員証記載データ送付用紙を用意しています（各加盟団体に送付済）。全会員について、送付用紙

のフォームに従った EXCELのデータを全国連盟事務局宛お送りください。パソコンなどを利用でき

ない場合は、送付用紙に記入して返送してください。送付用紙のフォームは下記サイトにありますの

で、ご利用ください。 

       http://www.jwaf.jp/profile/activity/application/index.html
 

②  遭対基金管理委員会にお知らせいただいている個人データを転用することもできます。この場合は、

会員氏名、会員番号、基金加入口数、所属団体名、地方連盟名のみを刻印した会員証を発行いたしま

すので、その他の部分は油性ペン、ラベルシートなどを利用して記入のうえご利用ください。また、

遭対基金に加入してない会員の分は、所属団体名、地方連盟名のみを刻印した会員証を該当枚数発行

いたします。この方法での発行を希望される場合は、その旨、全国連盟事務局までご連絡ください。

その際、遭対基金未加入者数も忘れずにお知らせください。 

 

③  ５月の評議会で今後の発行について以下の通り決まりました。 

申込みは各地方連盟経由でお願い致します。なお、地方連盟によっては直接全国連盟に申し込むこと

になっている場合もありますので所属地方連盟にお尋ね下さい。 

 

 ④ 申込みがない場合は、どのようなタイプの会員証も発行されません。 

 

 
発行する会員証には写真を貼付するスペースがあります。顔写真を貼ってご利用ください。その他の注意事項

については、各加盟団体に送付した「会員証の発行について」をご覧ください。 

 

次ページに会員証の見本を掲げました。ご覧ください。 
 

 

 

http://www.jwaf.jp/profile/activity/application/index.html


 


